
 

滋賀労働局一般公示第 24 号 
 

登録教習機関の登録事項変更の公示 
 
下記の機関について、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）第７７条第３

項において準用する法第４７条の２の規定による法第４６条第４項第２号の事項の

変更の届出がなされたので、労働安全衛生法第１１２条の２第２項第２号及び労働

安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令（昭和４７年労

働省令第４４号）第２５条の３第２項の規定に基づき、下記のとおり公示する。 
 

記 
 
１ 登録教習機関の名称  公益社団法人滋賀労働基準協会 

 
２ 登録教習機関の住所  滋賀県大津市打出浜 13 番 15 号 

 
３ 変更前代表者職氏名  会 長 枝 國 聡 司 
 
  変更後代表者職氏名  会 長 有 森 淳 三 
 
４ 変 更 年 月 日  令和６年６月１１日 

 
５ 登 録 番 号  滋第２２号、滋第２４号、滋第２７号、滋第２８号 

滋第３４号、滋第４８号、滋第５０号、滋第８１号 
 
 

令和 ６年 ７月 ２４日 
 
 

滋 賀 労 働 局 長  


